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「ぐんま５つのゼロ」を宣言

災害に強く、持続可能な社会を構築し、県民の幸福度を向上させる

「温室効果ガスゼロ宣言」自治体マップにシールを貼
る山本知事と小泉環境大臣（当時）

５つの取組を総合的、包括的に宣言したのは群馬県が全国初！



（内訳：排出削減量44％、森林吸収量6％）
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2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比で50％削減
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排出実質ゼロ

「群馬県地球温暖化対策実行計画2021ー2030」より



大規模水力発電以外の再エネ

80％UP

群馬県の再生可能エネルギー導入目標

2030年度 77億kWh/年
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群馬県の支援策について
1. 脱炭素に関する専門家相談

2. カーボンニュートラルビジネス支援補助金

3. 再生可能エネルギーの導入促進に向けた支援策
➢ 電力価格高騰対策・再エネ導入支援事業費補助金

➢ 群馬県事業用再生可能エネルギー設備等導入資金融資

➢ 事業用太陽光発電設備等の共同購入事業

➢ ぐんま事業用太陽光発電設備等初期費用０円事業



〇対象：県内に事業所を有する事業者（事業者の規模は問いません）
〇相談方法：対面またはオンライン 〇費用：1社2回まで無料
〇こんな企業におすすめ！
・取引先から脱炭素の取組を求められているが、何をしたらいいか分からない。
・セミナーのような一般的な話ではなく、自社の状況に合った脱炭素化の取組の
アドバイスが欲しい。
・社内で脱炭素化の施策について理解を得たいが、効果的なアプローチの仕方が分からない。
・自社の取組を外部に公表することを検討しているが、見せ方に不安を感じている。
〇事業の詳細や相談申込方法等は、県ホームページに掲載します。
群馬県HP：https://www.pref.gunma.jp/

脱炭素に関する専門家相談
【令和5年度脱炭素経営戦略相談】

企業の脱炭素化の取組やその方針について、脱炭素と経営２つの知識を有する専門家が相談に
応じます。



令和５年度 脱炭素に関する専門家相談
【相談の流れ】

申込書の
提出

•申込者の脱炭素に向けた取組の現状や相談内容について伺い
ます。（R5年度申込書は作成中です）

日程調整

•申込者と個別に日程調整を行います。

•相談会は月１回、最大３社程度を予定しています。

相談実施

•専門家による個別相談を実施します。

•１事業者、年２回まで無料で受けることができます。

問合せ先：群馬県 知事戦略部グリーンイノベーション推進課連携推進係
Tel:027-897-2751 Mail:guriibe@pref.gunma.lg.jp



カーボンニュートラルビジネス支援補助金

○対象者

◆県内に本・支社、開発拠点等、事業所が
ある企業

◆県内で本事業の実証実験を行う企業

※企業規模による制限無し

○スケジュール

◆令和５年４月３日～５月１２日：公募期間

◆６月中：審査、交付決定

◆～令和６年２月末：補助事業実施期間

○上限額、補助率

◆上限500万円、定額

○補助対象経費

◆製品・サービスの開発に係る経費

◆実証実験、モデル事業に係る経費 等

※詳細は群馬県ホームページに掲載

事業者が行う脱炭素化に資するビジネスの創出につながる製品
やサービスの開発等を支援するため、必要経費を助成します。

【問い合わせ先】
群馬県知事戦略部 グリーンイノベーション推進課
Email：guriibe@pref.gunma.lg.jp
Ｈ Ｐ：https://www.pref.gunma.jp



再エネの導入促進に向けた支援策
【電力価格高騰対策・再エネ導入支援事業費補助金】

○補助対象者

◆ 購入の場合 ：中小企業者等※、個人
◆ 電力販売契約（PPA）又はリース契約の場合 ：PPA又はリース契約事業者（共同申請者：中小企業者等、個人）

※ 中小企業基本法に規定する中小企業者、中小企業団体、社会福祉法人、医療法人、学校法人、一般社団・財団法人 等

○補助対象設備・

導入方法・補助額

○受付期間（交付申請）

◆ 令和5年3月29日（水）9時～令和5年6月30日（金）17時

【問合せ先】
事務委託先：ぐんま再エネ補助金事務局 TEL：050-6882-5751（受付時間 平日9：00～17：00）
Ｈ Ｐ：https://www.pref.gunma.jp/page/100130.html ※左記のURLには、右記のQRコードからもアクセスできます。

エネルギー価格高騰の影響緩和と脱炭素化に向けた取組を後押しするため、
中小企業者等や個人が行う、太陽光発電設備や蓄電池の導入に要する経費を補助します。

補助対象者
太陽光発電設備

蓄電池
右記以外 PPA又はリースにより蓄電池とセットで導入

中小企業者等（FIT制度対象外）
4.0万円/kW 5.0万円/kW 6.3万円/kWh

（1者当たり上限額：1,000万円）

個人（FIT制度対象） 5.0万円/世帯 10.0万円/世帯

※ 詳細は下記群馬県ホームページに掲載

https://www.pref.gunma.jp/page/100130.html


再エネの導入促進に向けた支援策
【群馬県事業用再生可能エネルギー設備等導入資金融資】

○対象者

◆法人若しくは個人又はこれらを構成員とする法人

○融資条件

◆融資限度額 ：１億円（本制度融資の融資残高を含む）

◆融資期間 ：１０年以内（うち据置期間２年以内）

◆融資利率 ：年１．１％以内※

※信用保証協会の保証を付した場合 年０．７％以内（責任共有制度対象外）／年０．８％以内（責任共有制度対象）

◆担保・保証人：金融機関等の定めるところによる

◆償還方法 ：年１回以上の元金均等分割償還とする

○資金使途・融資対象設備

◆群馬県内に「再生可能エネルギー設備」や
「効率的利用設備」を導入するための設備資金

再生可能エネルギー設備
（再生可能エネルギー発電設備、再生可能エネルギー熱利用設備等）

効率的利用設備
（蓄電池、エネルギーマネジメントシステム等）

※ 詳細は以下群馬県ホームページに掲載

【問合せ先】
群馬県 知事戦略部 グリーンイノベーション推進課
E-mail：guriibe@pref.gunma.lg.jp
Ｈ Ｐ ：https://www.pref.gunma.jp/page/100801.html
※上記のHPには、右記のQRコードからもアクセスできます。

再生可能エネルギーの導入促進と企業の脱炭素化を後押しするため、
再生可能エネルギー設備等を導入する企業を対象とする、長期・低利の制度融資を実施します。

https://www.pref.gunma.jp/page/100801.html


再エネの導入促進に向けた支援策
【事業用太陽光発電設備等の共同購入事業】

○対象者

◆県内の工場・事業場等に
太陽光パネルや蓄電池を
設置する事業者

○事業のイメージ

○導入プラン

◆太陽光発電設備（１０ｋW以上）

◆太陽光発電設備（１０ｋW以上）
＋蓄電池

令和５年 春 募集開始予定

【問合せ先】
群馬県 知事戦略部 グリーンイノベーション推進課
E-mail：guriibe@pref.gunma.lg.jp
Ｈ Ｐ ：https://www.pref.gunma.jp/page/100172.html
※上記のHPには、右記のQRコードからもアクセスできます。
本事業は群馬県とアイチューザー（株）が協定を締結して実施しています。

事業用太陽光発電設備等の導入希望者を募り、一括発注することにより
スケールメリットを働かせ、設備導入時の初期費用の低減を図ります。

※ 上記は令和５年３月１０日時点の情報であり、詳細は令和５年３月下旬

までに決定し、右記群馬県ホームページに掲載します。

https://www.pref.gunma.jp/page/100172.html


再エネの導入促進に向けた支援策
【ぐんま事業用太陽光発電設備等初期費用０円事業】

○対象者

◆県内の工場・事業場等に
電力販売契約（PPA）やリース契約により
太陽光発電設備等の設置を希望する事業者

○対象設備

◆太陽光発電設備 （蓄電池、V2B等もオプションとして取扱い可能）

○登録事業プラン

◆２事業者・２事業プラン（令和４年12月28日時点）

※ 詳細は右記群馬県ホームページに掲載

○事業イメージ

【問合せ先】
群馬県 知事戦略部 グリーンイノベーション推進課
E-mail：guriibe@pref.gunma.lg.jp
Ｈ Ｐ ：https://www.pref.gunma.jp/page/100648.html
※上記のURLには、右記のQRコードからもアクセスできます。

電力販売契約（PPA）やリース契約による太陽光発電設備等の設置をサポートするため、
事業プランを県が募集・登録した上で、県ホームページ等で情報提供しています。

群馬県

工場・事業場等の所有者
（登録事業プラン利用希望者）

事業者
（事業プラン登録事業者）

③市町村と連携し広報

①事業プランの応募

④初期費用０円で
太陽光発電設備を設置
（契約期間終了後は無償譲渡、
撤去、再契約等）

⑤月々の料金支払い
（電気料金又は
リース料金等）

【ぐんま事業用太陽光発電設備等初期費用０円事業のイメージ】

②事業プランの登録

https://www.pref.gunma.jp/page/100648.html

